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第１章 計画策定の趣旨 

第１節 計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第 6 条第

1 項の規定により、市町村が策定を義務づけられている長期計画で、国の法律・計画、広島県

の計画及び三次市（以下「本市」という。）の総合計画と整合したものです。 

◆図表 1-1 本計画の位置づけ 

 

※ 法律名は略称としました。 
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第２節 計画の期間 

本計画は、平成 30 年度を初年度とし、平成 39 年度を計画目標年度とする 10 ヵ年計画とし、

平成 34 年度をごみ排出抑制目標等の数値目標年度とします。 

なお、社会情勢等に大きな変化があった場合には、計画内容との整合性などを検証した上で

計画の見直しを行うものとします。 

◆図表 1-2 計画の期間 

 

 

 

第３節 計画対象廃棄物 

本計画の対象廃棄物は、図表 1-3 のとおり、廃棄物のうち一般廃棄物であって固形状のもの

（以下「ごみ」という。）及び液状のもの（以下「生活排水」という。）とします。 

なお、ごみのうち、本市による処理・処分が困難であるものは処理対象外とし、これらの扱

いは図表 1-4 のとおりとします。 

◆図表 1-3 計画対象廃棄物 
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◆図表 1-4 本計画の処理対象外とするごみとその扱い 

区 分 処理・処分先 

ＰＣＢ使用部品 ・本市では取り扱わない。専門業者に引き渡すこととする。 

集じん灰 ・本市では取り扱わない。専門業者に引き渡すこととする。 

感染性医療系廃棄物 ・本市では取り扱わない。専門業者に引き渡すこととする。 

適正処理困難物 
（指定一般廃棄物） 

・専門業者による収集・運搬・処理・処分を原則とする。 

家電リサイクル法適用物 

・家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、保温冷庫、ワインセラー
については、販売店引き取り又は指定引取場所への自己
搬入とする。 

パソコン 
・資源有効利用促進法に基づき製造事業者による引き取

り・資源化を行う。 

その他本市で指定する 
処理困難物 
（収集も処理もできないごみ） 

・以下に示す品目については、販売業者などの引き取りと
する。 
産業廃棄物（事業所・農業などから排出される金属類・
プラスチック類・ガラス類）、タイヤ、バイク、自動車、
毒劇物、バッテリー、農薬、農機具、ガスボンベ等の爆
発の恐れのあるもの、中身の入っている塗料缶・油缶・
燃料缶・ドラム缶、家電 8 品目（テレビ・エアコン・洗
濯機・冷蔵庫・冷凍庫・衣類乾燥機・保温冷庫・ワイン
セラー）、パソコンなど 

 

 

※ 放射性廃棄物について 

国においては、平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に

より、当該原子力発電所から放出された放射性物質（以下「事故由来放射性物質」という。）

による環境汚染により人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが緊急の課

題となっていることを踏まえ、平成 23 年 8 月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故より放出された放射性物質による環境の汚染への対処

に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 110 号）を公布しました。 

よって、当該廃棄物の扱いについては、上記法律によるものとします。
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第２章 地域の概要  

第１節 自然環境 

１．位 置 

本市は広島県北部の中央に位置し、東部は庄原市及び府中市、西部は安芸高田市、南部は東

広島市及び世羅町、北部は島根県に接しています。平成 16 年 4 月 1 日に旧三次市・君田村・

布野村・作木村・吉舎町・三良坂町・三和町・甲奴町 1 市 4 町 3 村の新設合併により現在の本

市となり、その面積は 778.14 km2（平成 28 年 10 月 1 日）となっています。 

◆図表 2-1 本市の位置 
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２．気 候 

広島県の大部分は比較的温暖で夏に雨が少ない瀬戸内式気候ですが、山間部では日本海性気

候の影響と高地であるという地形的理由から、気温が低く降水量が多いのが特徴です。本市の

気候は、瀬戸内と山間部の中間で両気候の特徴を併せ持っています。 

また、特徴的な気象現象として、秋の早朝には川霧が発生し盆地内に滞留するため、山頂を

島々とするいわゆる「霧の海」が現出します。 

◆図表 2-2 気象概要 

 

 

 

 

資料：気象庁 

平 均 最 高 最 低 総 量 日最大

平成24年 13.1 36.2 -7.6 1324.5 64.5

平成25年 13.5 36.8 -6.7 1706.5 117.0

平成26年 13.1 36.9 -6.0 1452.0 104.5

平成27年 13.7 36.8 -5.6 1386.0 45.5

平成28年 14.3 36.9 -10.0 1729.0 93.0

1月 1.8 6.1 -0.9 127.0 27.5

2月 3.3 9.1 -0.9 90.0 42.0

3月 7.2 14.5 1.6 74.0 33.0

4月 13.6 20.8 7.3 149.0 33.5

5月 17.8 25.2 11.4 125.5 27.0

6月 21.4 26.7 17.3 322.0 49.5

7月 25.9 31.8 21.8 150.0 55.5

8月 26.1 33.2 21.3 88.5 44.0

9月 22.5 27.3 19.3 310.0 93.0

10月 16.9 22.4 12.9 111.0 32.5

11月 9.7 15.5 5.7 66.5 18.5

12月 5.5 10.5 2.1 115.5 27.0
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第２節 社会環境 

１．人口及び世帯数 

本市の人口は 53,615 人、世帯数は 21,376 世帯（H27 国勢調査）で、人口は減少傾向にあり、

1 世帯当たりの人員も減少する核家族化の傾向にあります。 

◆図表 2-3 人口及び世帯数 

 

 

 

 

 

注）各年 10 月 1 日 

資料：総務省国勢調査報告 

  

H2 H7 H12 H17 H22 H27

三次市 人口 63,596 62,910 61,635 59,314 56,605 53,615

世帯数 20,355 21,167 21,910 21,968 21,786 21,376
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２．産 業 

本市の産業大分類別就業者数の割合は、第 3 次産業が 74.5％と多くを占めており、中でも

サービス業、卸売・小売業が全体の 6 割近くを占めています。 

 

◆図表 2-4 産業大分類別就業者数とその割合（平成 26 年度）          （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省平成 26 年経済センサス 
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３．観 光 

本市管内には広島県立歴史民俗資料館、奥田元宋・小由女美術館、君田温泉 森の泉、三次

ワイナリーなどの観光施設があります。 

観光者数は本市合計で、年間 276～339 万人になります。 

◆図表 2-5 主要観光施設利用者数                       （人） 

 H24  H25  H26  H27  H28  

三次市への観光客数 2,794,000 2,949,000 2,756,000 3,361,000 3,394,000 

主
要
観
光
施
設 

広島県立歴史民俗資料館 23,345 32,256 30,008 49,565 34,202 

奥田元宋・小由女美術館 44,578 103,506 35,942 81,290 67,148 

君田温泉 森の泉 146,680 160,460 149,870 156,254 167,666 

三次ワイナリー 378,000 444,000 389,000 420,000 371,000 

資料：広島県観光客数の動向 

 

 

第３節 生活環境  

１．上水道 

本市の水道普及率は 88.6％（平成 28 年 3 月末）であり、広島県平均 94.3％（平成 28 年 3

月末）より低い状況にあります。 

◆図表 2-6 水道普及状況（平成 28 年 3 月末）       （％） 

 三次市 広島県 

普及率 88.6 93.4 

資料：平成 27 年度広島県の水道の現況 

 

２．下水道 

本市の下水道普及率は、37.5％（平成 28 年 3 月末）であり、広島県平均 72.8％（平成 28

年 3 月末）より低い状況にあります。 

◆図表 2-7 下水道の普及率（平成 27 年度末） 

 行政区域内人口（人） 処理区域内人口（人） 普及率（％） 

三次市 54,324 20,375 37.5 

広島県 2,856,582 2,078,354 72.8 

資料：広島県の下水道 2016 
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第４節 都市環境  

１．土地利用 

本市の地目別面積は、「その他」を除くと「山林」が 40％程度と大半を占め、次いで田が 8％

程度です。 

◆図表 2-8 地目別面積（平成 28 年）                   （km2） 

 田 畑 宅 地 山 林 原 野 その他 総面積 

三次市 61.19 11.91 14.12 308.46 11.17 371.29 778.14 

資料：三次市土地に関する概要調書  

 

２．住 宅 

本市における住宅状況は「持ち家」の割合が最も多く、7 割を占めています。 

◆図表 2-9 住宅種類別世帯数（平成 27 年）                 （世帯） 

 総数 持ち家 公営･公団･
公社の借家 

民営の 
借家 給与住宅 間借り 住宅以外に 

住む一般世帯 

三次市 21,307 15,123 973 4,245 524 177 265 

 

 

資料：総務省国勢調査報告 
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３．交通網 

本市では、中国自動車道、尾道自動車道、松江自動車道を東西南北の大動脈として、一般国

道は 5 路線、鉄道はJR2 路線(芸備線・福塩線)と、陰陽連絡のための交通が本市内でX状に交差

し、本市を中心に放射状に拡散する陰陽の経済・産業・生活を支える交通網が構築されていま

す。 

◆図表 2-10 交通の概要 
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第５節 上位計画  

１．三次市総合計画  

本市では、平成 18 年に策定した第 1 次三次市総合計画「みよし百年物語」に基づき、各種

施策を展開され、またさまざまな成果を上げてきました。しかしながら、人口減少•少子高齢

化の進行、コミュニティや働き方の変化、経済のグローバル化の進展や広域道路網の形成など、

本市を取り巻く社会経済環境が大きく変化していく中で、本市がめざすまちの姿として「しあ

わせを実感しながら、住み続けたいまち～中山間地の未来を拓＜拠点都市・三次～」を掲げ、

これからの 10 年間という中長期を見据え、挑戦し、市民のしあわせを実現していくという強

い決意のもと、まちづくりの総合指針「第 2 次三次市総合計画」が、平成 26 年 3 月に策定（計

画期間：平成 26 年度～平成 35 年度）されました。 

このなかで、一般廃棄物処理・リサイクルに関して、まちづくりの取組の柱の一つである「環

境づくり」で具体的な取組の一つとして、「循環型社会～地球に優しいエコなまち～」「資源

循環の推進」が示されています。 

◆図表 2-11 まちづくりの基本的方向性 

 

資料：第 2 次三次市総合計画 
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◆図表 2-12 一般廃棄物処理・リサイクルに関する具体的な取組 

まちづくりの取組の柱 
（環境づくり） 具体的な取組 

循環型社会 
～地球にやさしいエコなまち～ 

資源循環の推進 
□廃棄物のリサイクル活動の推進 
□廃棄物の付加価値化 
□粗大ゴミなどの処理の有料化 

 

２．環境基本計画  

環境基本計画は、本市のまちづくりの総合指針「第 2 次三次市総合計画」に沿って、中長期

的な観点から環境保全に関する施策を総合的・計画的に推進するための基本的な方向性を示す

ものとして策定されたものです（計画対象期間：平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間）。

この計画では、第 2 次三次市総合計画に示されるまちづくりの取組の柱の一つである「環境づ

くり」について、自然環境、循環型社会、生活基盤、景観形成の 4 つ分野別にそれぞれの取組

の方針が示されています。 

この中で、一般廃棄物処理・リサイクル関連事項については、「重点目標 1 ごみ・減らし

ます－循環型社会の実現－」や、ごみ減量に向けた具体的な取組方法をまとめた「とりくみガ

イド【実践編】」が示されています。 

◆図表 2-13 環境基本計画の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：三次市環境基本計画 
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３．国の計画 

(1) 循環型社会形成推進基本計画 

国においては、循環型社会形成推進基本法に基づき、平成 25 年 5 月に「第三次循環型社

会形成推進基本計画」を閣議決定しており、その概要は図表 2-14 のとおりです。 

◆図表 2-14 第三次循環型社会形成推進基本計画の概要 

 

資料：環境省第三次循環型社会形成推進基本計画 
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(2) 国の基本方針 

環境省では、廃棄物処理法に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（平成 13 年 5 月）を定めています。 

本方針では、平成 28 年 1 月に平成 28 年度以降の廃棄物の減量化の目標量等の変更を行っ

ています。 

◆図表 2-15 一般廃棄物の処理に関する目標 

一般廃棄物の減量化等の目標量…第 3 次循環基本計画の目標及び目標設定の考えた方との整合
性に配慮する。一般廃棄物については、現状（平成 24 年度）に対し、平成 32 年度において、排
出量を約 12％削減し，再生利用量を約 21％から約 27％に増加させるとともに、最終処分量を約
14％削減する。 

項 目 平成 24 年度（現状） 平成 32 年度 

排 出 量 45 百万トン 12％削減（39.6 百万トン） 

再生利用量 9.3 百万トン（約 21％） 約 27％ 

最終処分量 4.7 百万トン 約 14％削減（4 百万トン） 

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 - 500g/人日 

注）1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量： 

集団回収量、資源ごみ等を除いた家庭から排出するごみ量の 1 人 1 日当たり換算値 

 

(3) 廃棄物処理施設整備計画 

廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図るため、平成 25 年 5 月に廃棄物処理法に基

づき、平成 25 年度から平成 29 年度までの廃棄物処理施設整備計画が策定されています。 

当該計画は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災以降の災害対策へ

の意識の高まり等、社会環境の変化を踏まえたことを特徴としています。従来から取り組ん

できた 3Ｒの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化を目指し、広域的な視点に立っ

た強靱な廃棄物処理システムの確保について強調しています。 

◆図表 2-16 一般廃棄物に係る目標及び指標 

【基本的理念】 
◇3Ｒの推進 

◇強靱な一般廃棄物処理システムの確保 

◇地域の自主性及び創意工夫を活かした一般廃棄物処理施設の整備 
【一般廃棄物に係る目標及び指標】 

◇排出抑制、最終処分量の削減を進め、着実に最終処分を実施 

・ごみのリサイクル率：22％ → 26％ 

・最終処分場の残余年数：平成 24 年度の水準（20 年分）を維持 

◇焼却時に高効率な発電を実施し、回収エネルギー量を確保 

・期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：16％ → 21％ 

◇し尿及び生活雑排水の処理を推進し、水環境を保全 

・浄化槽処理人口普及率：9％ → 12％ 
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４．広島県の計画 

(1) 第4次廃棄物処理計画 

広島県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 5 条の 5 の

規定に基づく法定計画として「第 4 次広島県廃棄物処理計画」を平成 28 年 3 月に策定して

います。 

この計画は、一般廃棄物及び産業廃棄物を含む廃棄物全般の減量化や適正処理の推進を図

ることを目的に、平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間としています。 

◆図表 2-17 一般廃棄物の処理に関する目標 

計 画 名 第 4 次広島県廃棄物処理計画 
策 定 年 平成 28 年 3 月 
計画期間 平成 28 年度～平成 32 年度 

一般廃棄物（ごみ）に係る減量化目標 

区 分 

現状【平成 25 年度】 将来推計【平成 32 年度】 計画目標【平成 32 年度】 

 
排出量に 

占める割合 
 

排出量に 
占める割合 

 
排出量に 

占める割合 

排 出 量 92.2 万トン — 92.2 万トン — 87.4 万トン以下 — 

再生利用量 18.5 万トン 20.0％ 15.9 万トン — 16.8 万トン以上 19％以上 

最終処分量 11.9 万トン 12.8％ 11.4 万トン — 10.3 万トン以下 11.8％以下 

資料：第 3 次広島県廃棄物処理計画 

 

(2) 汚水適正処理構想 

広島県では、下水道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備目標等を示した「広

島県汚水適正処理構想」を平成 8 年 3 月に策定し、汚水処理人口普及率の向上などに取り組

んできました。その後、平成 13 年 3 月、平成 16 年 3 月、平成 23 年 3 月、平成 26 年 4 月

に、適宜見直しを行い、情勢の変化に対応してきたところです。 

◆図表 2-18 生活排水処理施設の整備計画 

 

資料：広島県汚水適正処理構想の見直しＨ26.4 

処理人口 普及率 処理人口 普及率 処理人口 普及率

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （％）

下水道 2,028,370 70.5 2,059,858 71 2,061,635 77.9 87.8

集落排水 56,152 2.0 55,044 2.1 50,900 1.9 2.0

個別処理 浄化槽等 342,982 11.9 354,554 10.8 345,729 13.1 10.2

2,427,504 84.4 2,469,456 83.9 2,458,264 92.9 100

448,326 15.6 269,798 16.1 187,410 7.1 ―

2,875,830 100 2,739,254 100 2,645,674 100 100

汚水処理施設未整備人口

行政人口

全体計画

フレーム区分 種類

平成24年度末現在 平成32年度末予定 平成37年度末予定

汚

水

処

理

施

設

集合処理

小計


